
生駒市市民自治検討委員会広報広聴部会（第１回） 

 

日  時  平成１９年６月２７日（水） 

午前１０時 

場  所  生駒市役所４０１・４０２会議室 

 

次   第  

 

案  件   

 

１  部会長の互選について  

 

２  当部会の検討事項について  

(1)  用語の意義について  

(2)  目的について  

(3)  位置づけ・体系・基本理念・最高規範性について  

 

３  今後の会議開催日程について  

 

４  その他

 



各市町条例 

(1)用語の意義 

 

【多摩市】 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

(1) 私たちのまちの自治 まちづくりの主体者である市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの役割に応じて連携し、地域社会を築

いていくこと。 

(2) 市民 市内に居住する者、働く者及び学ぶ者並びに市内で事業を営むもの又は活動する団体等をいいます。 

(3) 市の執行機関 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。 

(4) 参画 市民がまちづくりに主体的に参加し、行動することをいいます。 

(5) 協働 市民、市議会及び市の執行機関が、それぞれの役割及び責任のもとで、まちづくりのために、ともに考え協力し、行動する

ことをいいます。 

【伊賀市】 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。 

(1) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人及び市内で活動する法人その他の団体をいう。 

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。 

(3) 市議会 立法を主たる目的とする審議・議決機能を持つ市の意思決定機関をいう。 

(4) 市の執行機関 市の行政事務を管理執行する機関をいう。 

(5) 協働 市民及び市又は市民同士や各種団体がそれぞれに果たすべき責任と役割を認識し、相互に補完、協力することをいう。 

(6) 自治 自分たちの地域は自分たちで責任を持ち自ら治めることをいう。 

【名張市】 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市内で住む者、働く者若しくは学ぶ者、市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。 

(2) 参画 政策の立案から実施、評価に至る各段階において、市民が主体的に参加し、意思形成に関わることをいう。 

(3) 協働 市民、市議会及び市がそれぞれの果たすべき責任と役割を認識し、相互に協力して行動することをいう。 

【篠山市】 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいう。 

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。 

(3) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。 

(4) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し協力することをいう。 

生駒市市民自治検討委員会広報広聴部会（第１回）検討資料 

 



生駒市としての考え方 

（例示及び基本構想案）

【例示】 

(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者、活動するもの及び市内で事業を営むものをいう。 

(2) 市 市議会及び市の執行機関を含めた地方公共団体をいう。 

(3) 参画 市の施策や事業等の計画、実施及び評価等、まちづくりの過程に、市民が主体的にかかわることをいう。 

(4) 協働 市民と市又は市民と市民とが、それぞれの役割と責任を担いながら、対等の立場で、相互に補完し協力することをいう。 

【基本構想案】 

●使用する用語のうち、特に意味を明確にすることで、共通認識を図ることが必要な「市民」、「市」、「参画」及び「協働」を定義する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



各市町条例 

(2)目的 

【ニセコ町】 

（目的） 

第１条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任

を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。 

【宝塚市】 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民と市の協働のまちづくりを推進するための基本的な原

則を定め、もつて個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とする。 

【多摩市】 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、私たちのまちの自治の基本原則を定め、市民、市議会及び市長をはじめとする多摩市（以

下「市」といいます。）の執行機関のそれぞれの役割を明確にし、ともに考え協力し、行動することにより、市民の福祉を向上し、豊

かな地域社会の実現を図ることを目的とします。 

【伊賀市】 

（目的） 

第１条 この条例は、伊賀市における自治の基本的な事項を定め、市民及び市のそれぞれの権利や責務を明確にし、住民自治のしくみを

制度として定めることにより、伊賀市独自の自治の推進及び確立を目指すことを目的とする。 

【名張市】 

（目的） 

第１条 この条例は、名張市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の果たす

べき役割や市政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的と

する。 

【篠山市】 

（目的） 

第１条 この条例は、篠山市における自治の理念を明らかにするとともに、まちづくりに関する基本事項を定め、もって、個性豊かで活

力ある自立した地域社会の実現と、市民福祉の充実を図ることを目的とする。 

生駒市としての考え方 

（例示及び基本構想案）

【例示】 

この条例は、生駒市における自治の基本理念と主権者である市民の権利を明らかにするとともに、市民及び市の果たすべき役割や市

政運営の仕組みを定めることにより、地方自治の本旨に基づく自治を実現し、自立した地域社会を創造することを目的とする。 

【基本構想案】 

● 自治に関する基本的な事項を定め、仕組みを体系化する。 

● 自立した地域社会を創造する。 

 

 



各市町条例 

(3)位置づけ・体系・ 

 基本理念・最高規範性

【ニセコ町】 

（この条例の位置付け） 

第５５条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項

を最大限に尊重しなければならない。 

（条例等の体系化） 

第５６条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規

則その他の規程の体系化を図るものとする。 

【宝塚市】 

（まちづくりの基本理念） 

第２条 まちづくりは、主権者である市民と市が、それぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し、及び協力して進め

ること（以下「協働」という。）を基本とし、次に掲げるまちづくりを推進するものとする。 

(1) すべての市民が健康で安心して暮らせ、災害に強く安全でいつまでも快適に住み続けることができる、安全で安心して暮らせるま

ちづくり 

(2) 次代を担う子ども達が夢と希望を抱き、健やかに成長し、そして、すべての市民の人権が尊重され、文化の薫り高い、心豊かなま

ちづくり 

(3) 豊かな自然環境と歴史・文化の息づく都市の景観が美しく調和し、花や緑があふれ、環境にやさしい、個性と魅力のあるまちづく

り 

(4) 人と人、人と社会のつながりが強く、また、地域活動が活発な、にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

【生野町】 

（最高規範性） 

第３４条 この条例は、生野町のまちづくりの基本原理を定めた条例であり、他の条例を制定する場合は、この条例に定める事項を遵守

しなければならない。 

【多摩市】 

（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、私たちのまちの自治について、最も基本的な理念及び行動原則を定めるものであり、市が定める最高規範です。 

【伊賀市】 

（基本理念） 

第３条 市民及び市は、次に掲げる基本理念により、まちづくりを推進するものとする。 

(1) 補完性の原則に基づき、市民自身あるいは地域が自らの責任のもと、まちづくりの決定や実行を行うとともに、市は、これらの活

動を支援し、また、市自らも改革を進めるなど、市民が主体となり地域の個性が生きた自治を形成する。 

(2) 自然との共生を図り、各地域が有する様々な資源を有効に活用するなど次世代に引き継いでいくことができる持続発展可能な循環

型の共生地域を形成する。 

(3) 市民が情報を共有し、自由に行き来できる環境づくりに努めるとともに、他圏域と交流・連携を進めるなど、創造性あふれる地域

 



を形成する。 

【名張市】 

第３７条 この条例は、名張市の自治の推進における最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、

整合を図らなければならない。 

【篠山市】 

（最高規範） 

第２６条 この条例は、篠山市における自治の基本原則とまちづくりの基本事項を定める最高規範であり、市民及び市はこれを最大限尊

重しなければならない。 

２ 市は、この条例の内容に即して、他の条例及び規則等の体系化を図らなければならない。 

生駒市としての考え方 【例示】 

（例示及び基本構想案） この条例は、生駒市の自治の推進における最高規範であり、市は、他の条例等の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を

図らなければならない。 

【基本構想案】 

●生駒市における最高規範であることを規定し、この趣旨に則って市政運営を行うとともに、他の条例・規則の制定改廃に当たっても、

この趣旨を尊重することを規定する。 

 

 


